
 

都市計画 

 

１ 都市計画 

 都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し、都

市全体の機能を最大限に発揮させるための総合的な計画であり、適正な制限

の下に土地の合理的な利用を図ることを基本理念としています。 

⑴ 京都市都市計画マスタープラン 

本市では、都市づくりの基本的な方針である「京都市都市計画マスタープ

ラン」に基づき、「保全・再生・創造」の土地利用を基本としながら、鉄道

駅などの交通拠点の周辺に都市機能を集積させるとともに、地域コミュニテ

ィを基本とした生活圏の維持・構築を図ることで、それぞれの地域が公共交

通などによりネットワークされた、暮らしやすく、持続可能な都市構造を実

現するための都市づくりを進めてきました。 

 一方、この間、本格的な人口減少社会の到来や若年・子育て層の市外流出、

頻発する自然災害などへの対応が喫緊の課題となっているとともに、「ＳＤ

Ｇｓ」や「レジリエンス」など、新たな概念や戦略・計画が示されているよ

うに、本市を取り巻く動向は大きく変化しており、そのような社会経済情勢

の変化や時代の潮流などを踏まえ、厳しい財政状況も見据えながら新たな課

題やニーズへの対応を図るため、令和 3 年 9 月に本プランの見直しを行いま

した。 

 その中では、これまでの「保全・再生・創造」の土地利用を基本に、「保

全・再生ゾーン」における京都ならではの魅力と、「創造・再生ゾーン」で

生み出す都市活力を循環させることにより、多様な地域の拠点の活性化や働

く場の確保などを実現し、地理的制約への対応と市域全体の持続性の確保を

目指すこととしているほか、新たな 3 つの視点として「①新たな時代の「職

住共存・職住近接」の形成」、「②近隣都市との一体性や相互の効果を踏まえ

た都市圏の強化」、「③これからの「暮らしと営み」に対応したまちづくりの

推進」を掲げています。 

 さらに、多様なポテンシャルを持つ各地域をネットワークさせ、まちづく

りの効果を最大限にいかす視点が重要との考えの下、方面ごとに将来像やま
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ちづくりの方向性を即地的・総合的に示した「方面別指針」を初めて策定し

ました。 

⑵ 京都市持続可能な都市構築プラン 

平成 31 年 3 月に策定した「京都市持続可能な都市構築プラン」は、都市

計画マスタープランの実効性をより高める「まちづくり指針」と位置づけ、

人口減少、少子高齢化の進行といった課題に対して、将来にわたって安心安

全で暮らしやすく、魅力と活力のある持続可能な都市構造の実現を目指した、

土地利用の誘導等を図ることとしております。 

令和元年度 10 月から、立地適正化計画制度の運用を開始しております。 

 

⑶ 都市計画決定一覧(地域地区等)          (令和 4 年 8 月 1 日) 

地域地区名 面積(約

ha) 

地域地区名 面積(約

ha) 

市域面積 82,783 特

別

用

途

地

区 

原谷特別工業地区 

西陣特別工業地区 

太秦娯楽･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地区 

西京極娯楽･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地区 

淀娯楽･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地区 

京都御苑国際文化交流促進･歴史的環境保全地区 

職住共存特別用途地区 

御池通沿道特別商業地区 

岡崎文化芸術･交流拠点地区 

らくなん進都産業集積地区 

京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区 

50 

345 

9.6 

22 

86 

88 

152 

20 

31 

321 

18 

都市計画区域 48,051 

 市街化区域 

市街化調整区域 

14,980 

33,071 

用 

途 

地 

域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域  

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

用途地域合計 

3,543 

21 

2,296 

713 

1,822 

1,268 

104 

982 

1,024 

1,853 

1,286 

68 

14,980 

特別用途地区（11 地区） 1,143 

高

度

地

区 

10m 高度地区 

12m 第 1 種高度地区 

12m 第 2 種 〃 

12m 第 3 種 〃  

12m 第 4 種 〃 

15m 第 1 種 〃 

15m 第 2 種 〃 

15m 第 3 種 〃 

15m 第 4 種 〃 

20m 第 1 種 〃 

3,563 

387 

234 

63 

74 

1,966 

1,363 

910 

457 

822 

防火地域 176 
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⑷ 都市計画決定一覧（都市施設） 

（令和 4 年 8 月 1 日） 

名      称 決定面積又は延長 箇所数等 

道 路 
道 路 481.216 km 259 路線 

道 路 付 属 広 場 120,786 ㎡ 42 箇所 

広 場 12,937 ㎡ 13 箇所 

都 市 高 速 鉄 道 49.78 ㎞ 7 路線 

駐 車 場 4.34 ha 12 箇所 

自 動 車 タ ー ミ ナ ル 0.3 ha 1 箇所 

公 園 553.83 ha 276 箇所 

緑 地 692.7 ha 7 箇所 

墓 園 3.05 ha 1 箇所 

公 共 下 水 道 16,084 ha － 

ご み 処 理 場 73.2 ha 6 箇所 

教 育 文 化 施 設 3.57 ha 2 箇所 

市 場 165,500 ㎡ 3 箇所 

と 畜 場 22,500 ㎡ 1 箇所 

火 葬 場 3.00 ha 1 箇所 

一 団 地 の 住 宅 施 設 22.86 ha 2 箇所 

 

20m 第 2 種 〃 

20m 第 3 種 〃 

20m 第 4 種 〃 

25m 高度地区 

31m 第 1 種高度地区 

31m 第 2 種 〃 

31m 第 3 種 〃 

1,573 

1,115 

686 

109 

400 

6.2 

760 

準防火地域 7,205  高度地区合計 14,488 

地区計画(69 地区) 811.2 高度利用地区 93.1 

特定街区(1 地区) 4.1 生産緑地地区(1,973 地区) 521.18 
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⑸ 防災都市づくり計画 

平成 16 年 8 月に策定した防災都市づくり計画は、地震災害に関する都市

防災対策の基本方針と推進方策を示す都市の防災性向上のためのマスター

プランであり、地震災害における市街地の危険性を市民に伝えるとともに、

京都の地域特性に応じて市民と行政の協働による防災まちづくりを進める

ため、ホームページでの公開等により、市民への周知を図っています。 

 

２ まち再生・創造推進 

⑴  京町家の保全・継承の推進 

平成 29 年 11 月に制定した「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」

及び平成 31 年 2 月に策定した「京都市京町家保全・継承推進計画」に基づ

き、京都の歴史、文化及び町並みの象徴である京町家の保全及び継承に向け

た取組を推進しています。 

⑵  歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進 

 平成 24 年 7 月に策定した「歴史都市京都における密集市街地対策等の取

組方針」（令和 3 年 3 月改定）及び「京都市細街路対策指針」に基づき、京

都らしく市民が安心・安全に住み続けられる災害に強いまちの実現に向け、

地域と行政が一体となった防災まちづくり活動を中心に、避難経路の確保や

老朽木造建築物の除却、路地単位の整備の促進など、密集市街地・細街路の

防災性向上を進めています。 

⑶  ターミナルにおける防災対策の推進 

  大規模災害発生時に多くの方が帰宅を急ぎ大きな混乱が懸念される京都

駅周辺において、行政だけでなく駅周辺の事業者等が主体となった帰宅困

難者支援の初期対応体制を構築し、事前の備えの充実を図ることを目的と

して、平成 25 年 12 月に「京都駅周辺地域都市再生安全確保計画」を策定

（令和 3 年 8 月改定）しました。同計画に基づき、緊急避難広場及び一時

滞在施設の指定拡大、地域合同避難訓練の実施など、京都駅周辺地域の帰

宅困難者対策を進めています。 

⑷  まちづくりに係る調査・企画・支援事業 

  住民、企業、行政のパートナーシップによるまちづくりに関して、都市
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計画手法の活用を念頭に置いた地域まちづくりの機運醸成を図り、各地区

の個性や課題に応じた整備手法の検討や事業化に向けた企画、調整、相談、

情報提供及び支援を行っています。また、地域支援に関する組織横断的な

課題や事業に対して、部局間の連絡・調整を行うとともに、まちづくり・

都市政策に係る情報収集、調査・企画を進めています。 

⑸  誘導型まちづくり推進事業 

  多様化する地域のまちづくりニーズに応じた支援等を行うため、従来の

規制・調整型のまちづくり手法に加え、地域の活性化等を目指し、地域が

主体的に、地域課題の解決に寄与する事業者等による建築計画を誘導・誘

致することを目的とした、「誘導型まちづくり推進事業」を実施しています。 

⑹  らくなん進都のまちづくりの推進 

 新しい京都の活力を支える南部地域の先導地区として位置付けるらくな

ん進都のまちづくりを更に進めるため、平成 26 年 9 月に「らくなん進都ま

ちづくりの取組方針」を策定しました。 

 この方針に掲げる 4 つの柱①都市環境、②企業集積、③公共交通、④まち

づくり活動に基づき、まちづくりの理念である「新しい京都を発信するもの

づくり拠点」の形成を図るため、土地活用の促進やらくなん進都整備推進協

議会によるまちづくりなどの取組を進めています。 

⑺ 京都市交流促進・まちづくりプラザ運営 

 京都市交流促進・まちづくりプラザでは、指定管理業務を受託した株式会

社ボーネルンドにより施設運営を行うとともに、施設を活用した市民相互の

間の交流促進活動及びまちづくり活動のための講座等の企画及び実施、まち

づくりに関する相談事業、まちづくり及び子育てに関する情報の提供を行っ

ています。 

⑻ 京都市景観・まちづくりセンター運営 

 京都市景観・まちづくりセンター（「ひと・まち交流館 京都」内）では、

指定管理業務を受託した公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターによ

り施設運営を行うとともに、まちづくりに関する情報発信、相談、活動支援

のほか、京町家に代表される歴史的建造物を保全、再生、継承するための取

組を行っています。 

235



 

３ 景観政策 

⑴ 景観政策の推進 

 本市では、歴史都市・京都の優れた景観を保全・再生・創出するために、

建築物の高さ規制や、自然・歴史的景観の保全、市街地環境の整備、屋外広

告物の規制などに取り組んできました。 

 平成 19 年 9 月には、「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」からの

最終答申を踏まえ、①建築物の高さ規制の見直し、②建築物のデザイン基準

等の見直し、③眺望景観・借景の保全・創出の取組、④屋外広告物対策の強

化、⑤京町家等の歴史的建造物の保全・再生の取組の 5 つを柱とする「新景

観政策」を実施しました。 

 平成 23 年 4 月には、新景観政策実施後の市民等の意見を踏まえ、政策全

体を改めて点検し、新景観政策の基本的な枠組みは維持しつつ、市民ととも

に創造する景観づくりの仕組みの整備、デザイン基準の更なる充実、優れた

建築計画を誘導するための制度の充実などによる「景観政策の進化」を実施

しました。 

 平成 29 年度には、新景観政策 10 周年記念事業を開催し、市民や事業者等

と政策の趣旨や成果を改めて確認するとともに、時代の変化に応じた今後の

施策の展開について議論を深め、これからの景観政策の展望をまとめました。 

 平成 30 年 10 月からは、世界遺産をはじめとする寺社等とその周辺の歴史

的景観を保全するため、「建築物等のデザインについての規制の充実と新た

な手続の創設」「歴史的な建造物等の保全や、よりよい景観へと誘導するた

めの支援策の充実」「市民や事業者、寺社等との協働による景観づくりの推

進」の 3 つの柱を一体的に進め、地域の歴史、文化、町並み等を生かしたま

ちづくりを推進するべく、景観政策の充実を図っています。 

また、新景観政策の更なる進化を検討するため設置した「新景観政策の更

なる進化検討委員会」答申を踏まえ、令和元年 12 月、令和 2 年 4 月には地

域の特性に応じたきめ細かな景観形成のための景観規制等の見直し、令和 3

年 4 月には地域ごとのビジョンに応じたまちづくりを推進するための新た

な高さの特例制度等の創設を行い、地域のまちづくりに寄与するよう景観政

策の充実を図りました。 
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 加えて、令和 4 年 3 月には「京都のあかり 京都らしい夜間景観づくりの

ための指針」を策定しました。指針を活用し、地域とともに夜間景観の機運

づくりを行うと同時に、京都らしいあかりの創出に向けた取組を進めていま

す。 

⑵ 町並み景観の保全・整備 

 「京都市景観計画」に定める方針に基づき指定する景観重要建造物や「京

都市歴史的風致維持向上計画」に定める方針に基づき指定する歴史的風致形

成建造物を核とした歴史的な町並みを保全・再生していくため、これらの指

定を積極的に進め、修理・修景に要する費用の一部について補助金を交付し

ています。また、「京都市市街地景観整備条例」に基づき指定した歴史的景

観保全修景地区及び界わい景観整備地区にある建造物、並びに歴史的意匠建

造物に対しても修理・修景に要する費用の一部について補助金を交付し、町

並み景観の保全・再生を図っています。さらに、平成 26 年度から寺社や近

代建築物等についても、積極的に景観重要建造物等への指定を行うとともに、

平成 30 年 10 月から維持や活用に関する専門家派遣を行うなど、歴史的な町

並み景観を保全するための取組の充実を図っています。 

⑶ 伝統的建造物群保存地区 

 産寧坂、祇園新橋、嵯峨鳥居本、上賀茂の 4 地区については、「文化財保

護法」及び「京都市伝統的建造物群保存地区条例」に基づく伝統的建造物群

保存地区に指定しており、建築物等の新築、模様替え、除却等の現状変更の

規制を行っています。また、伝統的建造物の修繕に係る経費の一部等、地区

の保存や特性の維持に特に必要と認められる行為については補助金を交付

しています。（面積については、「４ 市街地景観」の表を参照） 

 

４ 市街地景観 

⑴ 市街地景観の整備 

 市街地景観の整備については、景観の保全・創出を目的とし、「景観法」

及び「京都市市街地景観整備条例」等に基づき、地区の景観の特徴に応じて、

6 類型の美観地区、2 類型の美観形成地区及び 4 類型の建造物修景地区を指

定し、きめ細かな規制と誘導を行っています。 
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⑵ 眺望景観の保全 

 京都のまちは、三方を取り囲む山々や南北に流れる河川からなる自然景観

と数多くの寺社や史跡、歴史的町並みなどの市街地景観が織り成す、美しい

景観を有しており、これらの優れた眺望景観を保全・創出するとともに、将

来の世代に継承するため、平成19年3 月に「京都市眺望景観創生条例」を制

定しました。同条例に基づき、眺望景観保全地域を指定し、特定の視点場か

ら特定の視対象を眺めるときに視界に入る建築物等の高さ、形態及び意匠に

ついて制限と誘導を行っています。 

 また、平成 30 年 10 月には、同条例に基づく眺望景観保全地域を追加指定

するとともに、参道その他境内地周辺の道及びその周辺の樹木、建築物等に

よって一体的に構成される景観を新たに眺望景観として定義しました。併せ

て、自然、歴史的資産、町並み、伝統、文化等との調和を踏まえ、地域ごと

の特性に応じた眺望景観の創生を図るため、寺社等及びその周辺の建築計画

等に対して、構想段階における協議を義務付ける「事前協議（景観デザイン

レビュー）制度」を実施しています。 

⑶ 屋外広告物の規制 

 屋外広告物の規制については、屋外広告物が都市の景観を構成する重要な

要素であることから、地域ごとの景観特性等に応じて、市内全域を21種類の

規制区域に分けるとともに、伝統的建造物群保存地区などの特定の 7 地域を

特別規制地区とし、町並み景観との調和を図りながら、「京都市屋外広告物

等に関する条例」に基づく規制及び誘導を行っています。また、平成 24 年

度から屋外広告物対策を抜本的に強化し、①屋外広告物制度の定着促進、②

是正のための指導強化と支援策の充実、③京都にふさわしい広告物の普及促

進を三本柱として、集中的に取組を進めた結果、令和 4 年 7 月末現在では、

98％を超える屋外広告物が条例の趣旨に沿った表示となりました。 

 今後も広告景観の更なる向上を図るため、違反広告物の早期是正へ向けて

法的措置も視野に入れた是正指導を実施するとともに、京都にふさわしい広

告物の普及促進に努めます。 
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美観地区・美観形成地区 （令和 4.8.1 現在） 

類    型 面積（単位：約 ha） 

山 ろ く 型 美 観 地 区 138 

山並み背景型美観地区 303 

岸 辺 型 美 観 地 区 93 

旧 市 街 地 型 美 観 地 区 1,146 

歴 史 遺 産 型 美 観 地 区 543 

沿 道 型 美 観 地 区 132 

市街地型美観形成地区 642 

沿 道 型 美 観 形 成 地 区 434 

 

建造物修景地区         （令和 4.8.1 現在） 

類    型 面積（単位：約 ha） 

山 ろ く 型 

建 造 物 修 景 地 区 
3,225 

山 並 み 背 景 型 

建 造 物 修 景 地 区 
1,347 

岸辺型建造物修景地区  313 

町 並 み 型 

建 造 物 修 景 地 区 
3,691 

 

 歴史遺産型美観地区 

（界わい景観整備地区） （令和 4.8.1 現在） 

指定箇所 面積（単位：約 ha） 

伏見南浜、三条通、上

賀茂郷、千両ヶ辻、上

京北野、西京樫原、本

願寺・東寺、先斗町 

146.6 

 

歴史遺産型美観地区 

（歴史的景観保全修景地区) （令和 4.8.1 現在）  

指定箇所 面積（単位：約 ha） 

祇園縄手・新門前、祇

園町南、上京小川 
 14.1 

 

伝統的建造物群保存地区     （令和 4.8.1 現在） 

指定箇所 面積（単位：約 ha） 

産寧坂、祇園新橋、嵯峨

鳥居本、上賀茂 
  14.9 

 

屋外広告物規制区域       （令和 4.8.1 現在） 

種   別 面積（単位：約 ha） 

第 １ 種 地 域 40,709 

第 ２ 種 地 域 5,500 

第 ３ 種 地 域 2,223 

第 ４ 種 地 域 400 

第 ５ 種 地 域 1,314 

第 ６ 種 地 域 1,967 

第 ７ 種 地 域 589 

沿 道 型 第 １ 種 地 域 8 

沿道型第１種地域(特定) 18 

沿 道 型 第 ２ 種 地 域 245 

沿道型第２種地域(特定) 44 

沿 道 型 第 ３ 種 地 域 78 

沿道型第３種地域(特定) 16 

沿 道 型 第 ４ 種 地 域 408 

沿道型第４種地域(特定) 9 

沿 道 型 第 ５ 種 地 域 127 

沿道型第５種地域(特定

１) 

16 

沿道型第５種地域(特定

２) 

59 

沿 道 型 第 ６ 種 地 域 101 

歴史遺産型第１種地域 280 

歴史遺産型第２種地域 432 

 

屋外広告物等特別規制地区    （令和 4.8.1 現在） 

指定箇所 面積（単位：約 ha） 

(産寧坂、石塀小路、祇園

新橋、嵯峨鳥居本、上賀

茂、木屋町、先斗町) 

 21.7 
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５ 風致保全 

⑴ 風致・自然風景保全 

 市街地を取り巻く三方の山々と歴史的資産及び住宅地における良好な自

然・歴史的景観を保全していくため、都市計画手続によって風致地区を指定

するとともに、「京都市風致地区条例」に基づき、地域景観の特性に応じて

風致地区を第 1 種地域から第 5 種地域に細分化し、建築物の新築、宅地の造

成、木竹の伐採等の現状変更行為に対して、種別地域によって段階的な規制

を行うとともに、形態及び意匠について特に配慮が必要な地域を特別修景地

域として指定し、きめ細やかな制限と誘導を行っています。 

 また、本市の周囲の山並みの風景を保全し、緑を守り育てていくために「京

都市自然風景保全条例」に基づき、自然風景保全地区を指定し、景観の特性

に応じて自然風景保全地区を第 1 種地区及び第 2 種地区に区分し、一定の規

模以上の宅地の造成や、土地の開墾、木竹の伐採等の現状変更行為に対して

制限と誘導を行っています。 

⑵ 古都保存事業 

 歴史的に重要な価値を持つ文化遺産とそれらと一体となる周囲の自然環

境を「歴史的風土」として保存していくために、「古都における歴史的風土

の保存に関する特別措置法（古都保存法）」に基づき、歴史的風土保存区域

を指定し、その中でも重要な地域を歴史的風土特別保存地区として指定して

います。 

 歴史的風土特別保存地区においては、建築物の新築、宅地の造成、木竹の

伐採等の現状変更行為に対して、特に厳しい制限を行っており、このため、

現状変更行為の許可を受けることができず、土地の利用に著しい支障が生じ

た場合は、損失補償や土地所有者の申出により土地の買入れを行う制度があ

ります。 

⑶ 緑地保全等事業 

 都市近郊における樹林地のうちで相当規模の面積を有し無秩序な市街化

のおそれのある区域を保全していくために、「近畿圏の保全区域の整備に関

する法律」に基づき、近郊緑地保全区域を指定するとともに、その中でも特

に重要な区域を近郊緑地特別保全地区として指定し、また、都市内における
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まとまった緑地を「都市緑地法」に基づき、特別緑地保全地区として指定し

ています。 

 近郊緑地特別保全地区及び特別緑地保全地区においては、建築物の新築、

宅地の造成、木竹の伐採等の現状変更行為に対して、特に厳しい制限を行っ

ており、このため、現状変更行為の許可を受けることができず、土地の利用

に著しい支障が生じた場合は、損失補償や土地所有者の申出により土地の買

入れを行う制度があります。 

⑷ 三山の森林景観の保全・再生 

 平成 23 年 5 月、目指すべき森林景観像を導き出すための手順と技術的な

指針を示すことにより、京都らしい森林景観の形成を図ることを目的とした

「京都市三山森林景観保全・再生ガイドライン」を策定しました。 

 今後は、本市所有林において、「京都市三山森林景観保全・再生ガイドラ

イン」に基づき、市民やＮＰＯ、事業者等との協働による森林景観づくりを

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然風景保全地区        （令和 4.8.1 現在） 

種   別 面積(約 ha） 

第 1 種自然風景保全地区 14,250 

第 2 種自然風景保全地区 11,530 

 

 

近郊緑地保全区域及び特別緑地保全地区 （令和 4.8.1 現在） 

種   別 面積(約 ha） 

近 郊 緑 地 保 全 区 域 3,333 

(うち近郊緑地特別保全地

区) 

212 

特 別 緑 地 保 全 地 区 26 

 

 

歴史的風土保存区域     （令和 4.8.1 現在） 

種   別 面積(約 ha） 

歴 史 的 風 土 保 存 区 域 8,513 

(うち歴史的風土特別保存地

区) 

2,861 

風致地区              （令和 4.8.1 現在） 

種   別 面積(約 ha） 

第 1 種 地 域 14,950.0 

第 2 種 地 域 1,273.6 

第 3 種 地 域 1,113.0 

第 4 種 地 域 163.2 

第 5 種 地 域 443.9 
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６ 宅地開発 

 無秩序な市街化を防止し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくことを

目的とした都市計画法に基づく開発許可制度並びに宅地造成や土地の埋立て

等による災害の防止を目的とした宅地造成等規制法及び京都市土砂等による

土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく許可制度等を適正に運用すると

ともに、パトロール等の定期実施等により、違反行為の防止に努めています。

宅地の安全対策については、宅地所有者等からの相談に対し、安全性に関す

る助言・指導を行うとともに、宅地耐震化推進事業の一環として、大地震発

生時等に広範な被害を発生させるおそれが高い大規模盛土造成地の把握等の

調査を実施しています。 

 また、急傾斜地崩壊対策として、京都府が行う急傾斜地崩壊危険区域の対

策工事に行財政局防災危機管理室と連携して取り組んでいます。 

 

７ 建築指導 

⑴ 京都市建築物安心安全実施計画の推進 

 建築物は、都市の基盤であり、その安全性の確保は、健康で文化的な市民

生活を維持し、健全な社会活動を継続するうえで欠かせないものです。 

このため本市では、平成22年3月に「京都市建築物安心安全実施計画」（第

1期計画）を策定し、同年7月に「京都市建築物安心安全実施計画推進会議」

を設置して、新築建築物、既存建築物の両面から、公民連携の下、安心安全

対策に取り組んできました。 

本市は、第 1 期計画において、新築建築物の安全性を担保するうえで最重

要課題であった完了検査の受検徹底に取り組み、令和元年度の検査済証交付

率は 99.5％であり、概ね 100％に達しています。また、効果的な既存建築物

対策を展開していく基盤づくりとして、不特定多数が利用する建築物の維持

管理を担保する定期報告制度の対象拡大に注力したことなどにより、定期報

告制度の対象建築物数は約 600 件（平成 24 年度）から約 4，500 件（令和元

年度）に増加しました。 

また、令和 3 年 3 月には、第 1 期計画を発展的に継承し、SDGs やレジリ

エンスといった施策横断的視点を追加した、「京都市建築物安心安全実施計
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画」（第 2 期計画）を策定しました。 

第 2 期計画では、今後、推進すべき建築物の安全対策と質の向上に係る施

策を 5 本の柱（「質の高い建築物の供給促進」、「既存建築物の安全性確保と

活用促進」、「歴史的なまちなみの保全と防災性の向上」、「円滑な建築関係手

続の推進」、「事故・災害時に迅速に対応できる環境の整備」）に整理し、取

組を推進していくことにより、「歴史都市・京都ならではの、しなやかに強

く持続可能なまち」の実現を目指しています。 

⑵ 建築基準法に基づく良好な都市環境の形成 

 本市では、建築基準法や関係条例等に基づき、建築確認・検査制度の的

確かつ円滑な運用、本市の都市特性を踏まえたきめ細かなまちづくりに資

する許認可等を通じて、安心安全な市民生活の確保と良好な都市環境の形

成を目指しています。 

ア 建築確認・検査等 

建築基準法に基づき、申請のあった計画に対する同法及び関係規定へ

の適合性の審査・検査や、仮使用認定等の業務を行っています。 

 この確認審査及び検査業務は、建築基準法の改正に伴い、平成11年に

民間の指定確認検査機関に開放され、現在では、一般の建築物等のほと

んどが指定確認検査機関により確認を受けています。こうした状況の下

で、安全な建築物を供給するために、指定確認検査機関からの建築基準

法の本市の解釈等に関する照会に回答するとともに、定期的に指定確認

検査機関に立入検査を行い、確認や検査の業務が適切に履行されている

かどうかをチェックしています。 

 そのほか、建築基準法の本市の解釈を取りまとめた「京都市建築法令

実務ハンドブック」を作成し、随時改訂のうえ、公表しています。 

イ 許認可 

建築基準法や同法に基づく条例の制限には、地域の特性を踏まえたき

め細かな運用を図るため、個別の建築計画について、許可及び認定を受

けることによる特例制度が設けられているものがあります。 

本市では、本市の都市特性を踏まえ、周辺の住環境への影響等はもと

より、歴史的環境を守り育てるとともに、京都の更なる未来の活力につ
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ながるよう、個々の建築計画ごとに多様な観点から十分な検討を行った

うえで、これらの特例制度を運用しています。 

また、地域の特性を活かした良好な居住環境やコミュニティの保全・

形成を図るため、建築協定の認可を行っています。 

⑶ 違反建築物及び危険建築物の是正指導等 

違反建築物については、当該建築物の所有者等に対し、違反の是正を求め

る行政指導を行い、必要に応じて、工事の施工停止、使用制限、使用禁止、

是正措置の命令を行います。悪質な事案に対しては、告発や行政代執行を行

うことがあります。 

 また、危険建築物については、維持管理が不十分で老朽化が進み、保安上

危険な状態にある建築物の所有者等に対して、必要な措置を講じるよう指

導しています。著しく危険で、周囲に危害を及ぼす可能性が高く、所有者

等による改善措置がなされないと判断される場合は、行政代執行も視野に

入れた法的措置を行います。 

 ⑷ 既存建築物の安全性の確保  

既存建築物については、建築物の所有者自らの責任と負担による適切な 

維持管理、計画的な改修・修繕の普及促進、行政への定期的な報告を義務付

ける定期報告制度の運用、行政による既存建築物への査察を行っており、そ

の際には、避難、防火、構造その他安全性に関する不具合の解消、法律違反

の是正、既存不適格の改善の指導を行っています。 

また、建築物に関わる事件事故が発生した場合には、同種類似の事故を未

然に防止するため、注意喚起の文書発送や立入調査、指導を行っています。 

なお、令和3年度は、大阪市北区で発生したビル火災を受け、消防局と合

同で、類似施設への立入調査を行いました。 

さらに、平成 19 年度から、吹付けアスベストの含有調査と除去等の助成

事業を実施しており、平成 28 年 6 月からは、土砂災害に対する安全対策工

事を建築物の所有者等が自ら行う場合に、工事費用の一部を補助する事業を

実施しています。 

そのほか、平成 30年 6月に発生した大阪府北部を震源とする地震を機に、

ブロック塀の安全性が社会問題化したことを受け、ブロック塀の所有者等か

244



 

らの個別の相談には丁寧に対応し、指導助言等を行っています。 

⑸ 建築物の耐震改修の促進 

 本市では、地震災害に強い安心・安全なまちを実現するため、平成 19 年

7 月に「京都市建築物耐震改修促進計画」（以下「前計画」という。）を策定

し、公民一体となったネットワーク体制（「京都市耐震改修促進ネットワー

ク会議」）の構築や、まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォー

ム支援事業の創設等、市内建築物の耐震化の促進に取り組んできました。 

 また、前計画が最終年度を迎えた平成 28 年 3 月には、歴史都市京都の特

性を活かしつつ、これまでの取組を継続・発展し、更なる市内建築物の耐震

化を促進するため、新たに「京都市建築物耐震改修促進計画～京都に息づく

「ひと」と「まち」の“いのち”を守る～」（以下「新計画」という。）を策

定しました。平成 29 年 3 月には、新計画を一部改定し、災害時の初動に重

要な拠点施設等を結ぶ道路の緊急車両等の通行を確保するため、京都府との

連携の下、沿道建築物の耐震診断を義務化する道路を指定するとともに、建

築物の耐震化に係る支援事業を創設し、沿道建築物の耐震化に取り組んでい

ます。 

さらに、令和 3 年 3 月には、耐震化の中間目標の達成状況及び施策の実施

状況の点検を行い、新計画に基づく今後 5 年間の目標達成に向けた取組をと

りまとめるとともに、コロナ禍の影響を考慮し、耐震診断義務付け沿道建築

物の耐震診断の結果の報告の期限を令和 5 年 3 月に延長するなど、新計画の

一部を改定しました。 

 新計画の下、市内の木造住宅・京町家、分譲マンション、不特定多数の方

が利用する大規模建築物、要安全確認計画記載建築物（指定道路沿道建築物）

等を対象に、「京都市耐震改修促進ネットワーク会議」と連携しながら、市

民・事業者の主体的な耐震化の取組を精力的に支援します。 

⑹ 歴史的建築物の保存及び活用に向けた取組 

  京都市内には、京町家などの伝統的な木造建築物や、近代建築物等が数

多く存在し、歴史都市・京都の景観を形成し、文化を伝えています。 

 しかし、こうした建築物に増築や用途変更などを行おうとする場合、現行

の建築基準法の規定に適合させる必要があり、景観的、文化的に価値のある
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意匠や形態等を保存しながら使い続けることが困難となることがあります。 

 そのため本市では、このような建築物に適した安全性を確保する規定を定

めた「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を活用し、建築基

準法の適用を除外し、良好な状態で次世代へ継承する取組を進めています。

平成 24 年 4 月に、木造建築物を対象としてスタートし、平成 25 年 11 月か

ら木造以外の建築物にも対象を拡大するとともに、平成 26 年度からは助成

制度や専門家への意見聴取を開始しています。 

さらに、平成 29 年度からは、同条例に基づく手続の簡素化を図ったり、

安全性を向上させる木製防火雨戸の開発など、京町家の保存活用を後押しす

る取組を充実しています。 

これらの取組により、令和 4 年 8 月 1 日時点で、31 棟の歴史的建築物が

同条例を活用して保存活用されています。 

 また、令和 3 年 4 月には、産、学、官で連携しながら開発を行ってきた「木

製防火雨戸」が、建築基準法の規定に基づく防火設備として、国土交通大臣

の認定を取得しています。 

⑺ 環境配慮建築物の普及・啓発 

 本市は、「京都議定書」誕生の地として、平成16年12月に全国初となる「京

都市地球温暖化対策条例」を制定しました。 

平成22年度に、京都ならではの環境配慮建築物に関する評価基準となる

「CASBEE京都」を策定し、平成23年4月から新築建築物の評価基準として運

用を行ったうえで、平成23年度には、既存・改修建築物の評価基準について

も策定し、平成24年4月から、運用を行っています。 

また、平成24年度からは、CASBEE京都の高評価(S・Aランク)を得た建築物

にマークを発行する取組を始めるなど、普及・啓発に努めています。 

さらに、令和 2 年 12 月には京都市地球温暖化対策条例が改正され、再生

可能エネルギー利用設備（※）の設置義務基準の引き上げ等（延べ面積 300

㎡以上の建築物に対して設置を義務化、延べ面積 2,000 ㎡以上のものに対し

て義務量を引き上げ。令和 4 年 4 月施行）に取り組んでいます。 

※再生可能エネルギー利用設備とは、太陽光発電設備やバイオマス利用設備

等、永続的に利用することができるものからエネルギーを得るための設備で、
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温室効果ガスの排出量の削減に寄与するものをいう。 

⑻ 細街路対策 

 大きな戦災を免れた本市には、細街路（幅員が4メートル未満の道）が数

多く存在し、通風・採光等の住環境の面だけでなく、都市防災上の大きな課

題となっています。本市のような歴史都市における細街路については、防災

性の確保と景観保全との両輪で、この喫緊の課題を克服するための施策が必

要です。 

ア 細街路対策の推進 

 「京都市細街路対策指針」に基づき、個々の細街路の特性に応じた細街

路対策を推進しています。まず取り組むべき施策として、平成25年4月に

既存の道を対象とした新たな位置指定制度の創設、同年5月には建築基準

法による接道規定を満たさない敷地に対する建替え時の特例許可の基準

の一部改正、平成26年4月には路地のある町並みを再生するための道路指

定制度の創設を行っています。 

イ 許認可制度の運用の見直し 

さらに、路地の再生を促し、防災性と居住環境を向上させるため、接道

規定を満たしていない路地奥の京町家の大規模な改修や、従来基準よりも

狭い路地での建替えを可能とする運用の見直しを令和 4 年 4 月に行いまし

た。 

ウ 狭あい道路等整備事業 

 狭あい道路（建築基準法第42条第2項に基づく道路）の拡幅整備促進の

ため、京都市建築基準条例の改正により、道路後退杭の支給による後退線

の明示を義務化（平成26年10月施行）し、狭あい道路における幅員と通行

に支障ない形状を確保する取組を進めています。 

⑼ 建築物に係る紛争の防止と住環境・市街地環境との調和の取組 

 中高層建築物等の建築に関し、住環境に係る紛争を未然に防ぎ、より良い

近隣関係を形成することを目的として、平成 11 年 4 月に「京都市中高層建

築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」を制定しました。

この条例では、中高層建築物及び不特定多数の市民が利用する劇場等を対象

建築物として、その計画に当たって、近隣に配慮する内容を定めるとともに、

247



 

建築主に建築物の確認申請等の前に近隣住民へ建築計画の説明をするよう

義務付けています。また、紛争が生じ、解決に至らないときは、建築紛争の

調整及び建築紛争調停委員会による調停制度を定めています。あわせて、建

築に関する総合的な相談窓口として、建築法令や建築に関わる相隣問題等に

ついて、市民相談の窓口を開設し、一級建築士が相談に応じています。 

葬儀場・葬祭場の建築等に関しては、平成 17 年 8 月に「京都市葬祭場の

建築等に関する指導要綱」を制定し、事業主に協力を求めることにより紛争

を未然に防止し、良好な市街地環境の保全及び形成を図っています。 

また、令和 4 年 4 月には、周辺関係住民等への説明の内容及び方法など、

本市が事業主に求める対応を具体的に明文化し、きめ細かな規定となるよう、

本要綱の改正を行いました。 

宿泊施設の建築等に関しては、地域との調和を図るため、令和 2 年 12 月

に「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」を制定

し、建築主に対して構想段階での近隣住民等への事前説明等を求めています。 

また、斜面地での安全性の確保、周辺環境との調和、市街地の自然環境の

保全を図るため、「京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例」

（平成 17 年 8 月施行）を制定し、当該建築物と周辺市街地の環境との調和

を図っています。 

⑽ 建築物のバリアフリー整備 

不特定多数の市民が利用する建築物等について、高齢者や身体障害者をは

じめ、誰もが不自由なく利用できることを目的として「京都市建築物等のバ

リアフリーの促進に関する条例」（平成 16 年 10 月施行。以下「バリアフリ

ー条例」という。）を制定し、 建築物を建築する際の事前協議や、用途規

模に応じたバリアフリー整備を義務付けるとともに、平成 22 年度から「京

都市みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度」を設け、基準に適合

する建築物に優良プレート又は適合ステッカーを交付しています。 

また、令和 3 年 4 月、バリアフリー条例を改正し、宿泊施設の客室内部の

バリアフリー基準及びバリアフリー情報の公表制度を新設しました（令和 3

年度公表件数：34 件）。 

さらに、宿泊施設のバリアフリー情報の公表を促進するため、施設の調査
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を設計関係団体とも連携して支援するなど、宿泊施設等のバリアフリー向上

の取組を進めています。 

⑾ 建設リサイクル法に係る取組 

 限りある資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」（平

成14年5月30日施行）では、建築物等の解体・新築等の建設工事の施工に当

たって、一定規模以上の対象建設工事について、同法第10条の届出及び第11

条の通知が義務付けられています。 

本市では、市民、事業者等の利便性の向上及び行政事務の高度化・効率化

を図るため、令和4年2月から、この届出及び通知について、インターネット

を利用した電子申請による受付を実施しています。 

 また、工事の実施に当たっては、特定建設資材（コンクリート、コンクリ

ート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を他の

建設資材と分別して解体等を行うとともに、当該資材は再資源化等を行うこ

とが定められています。 

 本市においては、届出のあった場所をいくつか選定し、関係部局と連携し

ながら定期的にパトロールを実施しています。 

⑿ 長期優良住宅の認定 

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住

宅」の普及促進を目的として、その建築及び維持保全に関する計画の認定を

行うことを定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成 21 年

6 月に施行されました。そのため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・

更新の容易性、省エネルギー性等の一定の基準を満たし、かつ、良好な景観

の形成等に配慮された住宅の計画に対する認定を行っています。 

 また、平成 28 年 4 月からは新築に加えて、既存住宅を対象とした増築・

改築に係る計画に対する認定も行っています。 

⒀ 低炭素建築物の認定 

 都市の低炭素化の促進を図ることを目的として、二酸化炭素の排出抑制の

ための措置が講じられた建築物の新築等に関する計画の認定を行うことを

定めた「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成 24 年 12 月に施行され
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ました。一定の省エネルギー性能を有していることなどの基準に適合する低

炭素建築物新築等計画に対する認定を行っています。 

⒁ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定等 

 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく

増加しているため、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的と

して、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成 28 年 4

月に施行されました。これに伴い、本市では、同年 4 月から省エネルギー性

能の優れた建築物の新築等に関する計画に対する認定及び既存建築物が国

の定める建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を行って

います。 

また、平成 29 年 4 月からは、床面積 2,000 ㎡以上（令和 3 年 4 月からは

床面積 300 ㎡以上に拡大）の非住宅建築物の新築等におけるエネルギー消費

性能基準への適合及び床面積 300 ㎡以上の建築物（適合義務のある非住宅建

築物を除く。）の新築等におけるエネルギー消費性能の向上を図るための計

画の届出が義務化されたことに伴い、本市では、適合性判定及び届出受理を

行っています。 

 

８ 「歩くまち・京都」の推進 

 ⑴ 「歩くまち・京都」総合交通戦略の推進 

   本市では、平成 22 年 1 月に「歩くまち・京都」総合交通戦略を策定して

から 10 年以上が経過し、交通をめぐる情勢は大きく変化。そこで、「歩く

まち・京都」を更に進化させるため、新たに生じてきている交通に関する

諸課題への対応や、目覚ましいスピードで進む技術革新、新たな潮流を踏

まえ、令和 3 年 11 月に前戦略の改定版である「「歩くまち・京都」総合交

通戦略 2021」を策定しました。 

①持続可能なまちづくりを実現する公共交通ネットワークの形成、②誰

もが「出かけたくなる」歩行者優先の魅力的なまちづくり、③歩いて楽し

い暮らしを大切にするスマートなライフスタイルの更なる促進の 3 つの取

組の柱の下、市民、事業者、行政、来訪者がそれぞれの役割を果たし、連

携しながら取組を推進しています。 
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 ⑵ 「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進 

   京都の活力と魅力が凝縮された歴史的都心地区（四条通、河原町通、御

池通及び烏丸通に囲まれた地区）を中心とした「まちなか」において、安

心・安全で快適な歩行空間の確保や賑わいの創出により、人と公共交通優

先の「歩いて楽しいまちづくり」を推進するため、四条通歩道拡幅事業に

係るエリアマネジメント等、交通環境改善のための取組を進めています。 

 ⑶ 観光地等交通対策（「歩いてこそ京都」魅力満喫大作戦） 

  人と公共交通優先の「歩くまち・京都」の実現を図るため、秋の観光ピ

ーク期である 11 月に嵐山地域（平成 13 年度から実施）及び東山地域（平

成 16 年度から実施）において、地元住民や商業者、京都府警をはじめとす

る関係団体、関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空

間の創出のため、臨時交通規制等の交通対策を実施しています。 

   また、平成 14年度から、観光地や都心部への自動車流入を抑制するため、

マイカーから公共交通に乗り換えて目的地まで移動する「パークアンドラ

イド」の利用促進に取り組んでいます。 

 ⑷ 安心・安全な東大路通歩行空間創出事業 

   多くの市民・来訪者が訪れる東大路通（東山三条～東福寺）及びその周

辺において、歩行環境の改善等を行うことにより、安心・安全で快適な歩

行空間の創出に取り組んでいます。 

 ⑸ 京都駅八条口駅前広場整備 

   本市最大のターミナル駅である京都駅の八条口について、利用者にとっ

て安心、安全で快適な歩行者空間の創出と、円滑な乗換などの交通結節機

能の向上を目指して、駅前広場の整備を進め、平成 28 年 12 月にグランド

オープンしました。また、その後も駅前広場の各交通施設が円滑に運営で

きるように、エリアマネジメントを実施しています。 

 ⑹ 「スローライフ京都」大作戦
プロジェクト

 

   本市では、「歩くまち・京都」総合交通戦略 2021 の 3 つの柱の一つであ

る「ライフスタイル」の取組として、過度なクルマ利用を控え、徒歩や公

共交通による移動を優先するよう、自発的な交通行動の変化を促すモビリ

ティ・マネジメントを「スローライフ京都」大作戦
プロジェクト

として推進しています。 
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 ⑺ 駅等のバリアフリー化の推進 

   平成 14 年度に策定した「京都市交通バリアフリー全体構想」及び平成 23

年度に策定した「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」(以下「全

体構想」という。)において、駅及びその周辺道路等のバリアフリー化を重

点的に推進する「重点整備地区」を選定しました。選定した「重点整備地

区」については、地区ごとに、地区内のバリアフリー化の概要等を示した

「バリアフリー移動等円滑化基本構想」（以下「基本構想」という。）を策

定するとともに、鉄道事業者が行う駅のバリアフリー化について、国及び

京都府と協調して補助金を交付しています。 

 ⑻ 新たな技術・サービス（自動運転技術や MaaS など）を活用した取組 

   「自動運転の社会実装に向けた検討会議」（平成 29 年設置）において、

京都のまちの特性に応じた MaaSや新たな交通システム等の活用策について

有識者に議論・検討いただき、令和元年度に活動報告書として取りまとめ

ました。また、令和 3 年度には、在阪鉄道事業者と連携し MaaS アプリを活

用したデジタルスタンプラリーを開催し、誘客や施設と交通の連携に係る

検証を行ったほか、令和 4 年度は、デジタル技術を活用した持続可能な地

域公共交通の推進に係る交通事業者への支援を行うなど、新たな技術・サ

ービスを活用した本市の課題解決につながる取組を進めています。 

 ⑼ 市内周辺部における生活交通の維持・確保に係る民間バス事業者等への支援 

   民間バス事業者が、主に京都市民の日常生活に必要なバス路線を充実する目的

で、その路線における旅客の需要等を把握し本格運行へつなげていくために、期

間を限定して実施する実証運行に対し、支援を行っています。 

   また、令和 3年度から地域団体等が主体となった「住民ボランティアバス」な

ど、地域共助による生活交通の確保に向けた取組に対し、支援を行っています。 

⑽ 京都市地域公共交通計画の策定 

   地域の実情やニーズに応じた持続可能な生活交通を維持・確保するため、本市

において「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく「地域公共交

通計画」を策定することとしており、令和 4年 4月に交通事業者や行政等で構成

する「京都市地域公共交通計画協議会」を設置し、計画の策定に向けた協議を進

めています。 
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⑾ 四条通地下道の活性化 

四条通地下道が安心安全、快適で魅力と賑わいある空間となるよう、四条繁栄

会、阪急電鉄、本市の三者が緊密に連携し、市民や他の民間事業者等の力もいか

しながら、写真や絵画作品の展示スペースとして活用するなど、活性化の取組を

推進しています。 

 

９ 交通実態調査 

  本市では、総合交通対策の検討を行うため、昭和 3 年から道路交通の実態

を把握する全国道路交通情勢調査を全国の関係行政機関と合同で実施してい

ます。また、昭和 45 年からは、京阪神都市圏交通計画協議会に参画し、近畿

圏が合同で「人の動き」や「物の動き」の調査を行う近畿圏総合都市交通体

系調査を実施しています。 

 ⑴ 近畿圏総合都市交通体系調査 

   本調査は、近畿圏内の「人の動き」を把握するための調査（パーソント

リップ調査）や「物の動き」を把握するための調査（物資流動調査）であ

り、その結果から都市交通の動向、交通を取り巻く環境の変化、交通ニー

ズの変化などを把握することができ、都市交通施設計画等の基礎的なデー

タとなるものです。昭和 45 年度に建設省及び 6 府県 3 政令市等で構成する

「京阪神都市圏パーソントリップ調査委員会」を設置（昭和 55 年度に「京

阪神都市圏交通計画協議会」に改組）し、第 1 回パーソントリップ調査を

実施した後、原則として 10 年ごとに調査を実施しており、直近では令和 3

年度に第 6 回パーソントリップ調査を実施しました。 

 ⑵ 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

   本調査は、道路交通の実態を把握し、道路に関する維持・管理・各種の

計画の指針とするため昭和 3 年度から全国的な規模で実施しているもので

あり、昭和 37 年度以降、昭和 55 年度までは 3 年ごとに実施していました。

昭和 55 年度以降は、一般交通量調査と自動車起終点調査を行う総合的な調

査を概ね 5 年ごとに実施しており、直近では令和 3 年度に調査を実施しま

した。 

   一般交通量調査は、全国の都道府県道以上の全道路及び指定市の一般市
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道の一部を対象として道路交通の現況を把握するものであり、自動車起終

点調査は、自動車交通の出発地、目的地、運行目的、1 日の運行状況を調査

するものです。その成果は、今後の道路整備計画立案のための基礎的資料

となるほか、道路の改良計画の提案、維持修繕その他管理のために利用さ

れております。 

 

10 住宅政策 

⑴ 京都市住宅マスタープラン（京都市住生活基本計画を兼ねる。） 

国や京都府の住生活基本法に基づく住生活基本計画を踏まえ、「京都市基

本計画」を上位計画とする住宅部門の基本計画として、令和 3 年 9 月に新

たな京都市住宅マスタープランを策定しました。 

プランでは、市民、企業・事業者、行政が一体となって、京都がこれま

で培ってきた環境、景観、コミュニティ、生活文化を大切にしながら、防

災・減災、住宅セーフティネット機能の充実を図ることにより、くらしや

すく魅力ある、持続可能なすまい・まちづくりを推進していくことを基本

的な考えとしており、持続可能な都市の構築につながる住宅政策として「居

住の促進」を、誰もが安心・安全にくらせる都市の実現につながる住宅政

策として「居住の安定の確保」を、目指すべき方向性として掲げています。 

また、市民や事業者等と目標達成に向けて協働の取組を推進し、目標の

達成状況の評価や施策の効果を分かりやすく示すため、以下の成果指標を

定めています。 

 

【成果指標】 

 
項目 

プラン策定

時の値 
現状値 目標値 

 【将来像１】京都にくらす魅力が広く認知され、多様なニーズに対応でき

るすまい探しの環境が整っている 

 「京都に住み続けたいと思って

いる。」と感じる市民の割合 
― ―注  

R3 年度以降

増加 
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 【将来像２】多様な居住ニーズに対応した住宅の供給が進んでいる 

 子育て世帯の受け皿となる住宅

（床面積 61 ㎡以上）の令和 2 年

度の供給数と比較した増加数 

― 
865 戸増加 

（R3 年度） 

R3 年度以降、

400 戸／年増

加 

 中古住宅の売買件数 

― ―注 

年間 の 売 買

件 数 3,000

件以上 

 市場に流通していない空き家の

数 

約 68,700 戸 

（R5 年の推

計値） 

―注 

約 55,000 戸

に抑制 

（R5 年） 

 長期優良住宅ストック数 約 8,000 戸 

（R 元年度） 

約 9,500 戸 

（R3 年度） 

約 18,000 戸 

（R12 年度） 

 【将来像３】将来にわたり住み続けることができるよう、すまい・住環境

が適切に維持・改善されている 

 断熱性など環境に配慮された住

宅の割合 

20％ 

（H30 年） 
―注 

37% 

（R10 年） 

 要支援マンションの数 24 マンション

（R2 年度） 

23マンション 

（R3 年度） 

9マンション 

（R7 年度） 

 【将来像４】誰もがすまいに困窮することがないよう、公民が連携した取

組が行われている 

 住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない民間賃貸住宅戸数 

約 9,700 戸 

（R2 年度） 

約 15,500 戸 

（R3 年度） 

約 20,000 戸 

（R12 年度） 

 「すまいに困っている人が少な

い。」と感じる市民の割合 
― ―注 

R3 年度以降

増加 

 【将来像５】様々な災害に対して強く、また、発災後にも、しなやかに対

応が可能なすまい・住環境が形成されている 

 住宅の耐震化率 90％ 

（R2 年度末） 
―注 

95% 

（R7 年度末） 

注 算出に必要な最新の数値が公開されていないため、記載不可 
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⑵ 若者・子育て世帯向けの移住・定住促進の取組 

若者・子育て世帯が経済的にも手に入れやすく、借りやすい住宅の供給を

図り、若者・子育て世帯の定住促進につなげていくための取組として、令和

4 年度から若者・子育て世帯の受け皿となる既存住宅の利活用・更新の促進

に向けて、民間事業者等と連携し、特に以下の 4 つの取組を進めます。 

ア 路地等に面する既存住宅の改修、建替え及び流通促進事業 

都心部を中心に存在する京都の特性でもある路地は、接道をしていない

ため、建替えや大規模修繕等ができず、再建築不可物件と評価されて活用

されずに老朽化が進み、空き家となっている住宅が多く存在する。    

これらが、若者・子育て世帯等の新たな定住の受皿として流通されるこ

とを目的として、不動産事業者、金融機関等の専門家との協議及びケース

スタディにより、建築基準法の特例により再建築が可能となる土地におけ

る建替えや大規模修繕を促進するとともに、建築基準法の特例により再建

築が可能となる土地についての融資の迅速化や流通促進につながる仕組

みを構築し、普及を推進します。 

イ 中古マンションの流通促進 

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、良好な管理が行わ

れているマンションとして認定する制度を創設し、良好な管理を行ってい

る中古マンションが、市場において評価されることで、若者・子育て世帯

に手が届く環境を整備します。 

ウ 市営住宅の利活用による若者・子育て世帯の居住促進 

(ｱ)  子育て世帯向け住戸の供給 

市営住宅において、子育て世帯が安心して子どもを生み育てられるよ

うな住環境の創出に向けて、子育て世帯向けに間取りや設備等のリノベ

ーションを実施（H28～R2 年度、合計 230 戸）。引き続き、当該住戸の空

き住戸を整備・公募するとともに、新たに、浴室のユニット化など子育

て世帯のニーズにマッチするように整備した一般住戸を子育て世帯向

け優先入居として公募しました。 

(ｲ)  空室を利用した大学・留学生及び卒業生の居住促進 

令和 3 年度から、市営住宅の高層階の空き住戸に学生等に入居しても
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らい団地の活性化を図る取組を開始。在学中だけでなく大学卒業後も一

定期間（2 年間）入居することができる環境を整備しました。 

エ 若者・子育て世帯をターゲットとした移住・定住促進に向けた住情報

の発信強化 

(ｱ) 既存住宅の利活用等に関する事業者の選定支援制度の構築 

 若者・子育て世帯に手が届きやすい既存住宅の購入や活用、改修をは

じめとするすまいの相談に際し、既存住宅を安心して活用できるよう事

業者を選べるよう、「京すまいの情報広場」に実績等のある業者を検索・

絞り込みができる仕組みを構築し、令和 4 年 12 月に公開予定。 

(ｲ) 移住・定住につながる多様なすまいと地域の魅力情報の発信 

 市内で暮らす生活者目線の地域及び住宅、暮らし等に関する情報、既

存住宅の魅力的な改修事例等の情報発信、「京都市 学区（元学区）別す

まいの子育て環境検索サイト」の改修及び SNS 等での情報発信を行いま

す。 

(ｳ) 企業や大学等と連携した市内定住促進 

 市内で働く企業の従業員等に向け、市内各地の住情報や多様なすまい

方の事例、すまいに関する基礎知識等に関する情報を発信するとともに

すまい相談会を実施、また、大学生等に向けたさまざまな大学生の暮ら

しの情報等を発信します。 

⑶ 京都市安心すまいづくり推進事業 

 誰もが安心して住み続けることができるすまいづくりを目指して、すまい

のワンストップ総合窓口「京（みやこ）安心すまいセンター」を設置し、次

に掲げる事業を行っています。なお、同センターは、令和 4 年 6 月に「ひと・

まち交流館 京都」内に入居する、京都市社会福祉協議会や京都市景観・ま

ちづくりセンター等の団体との連携強化によるさらなる市民サービスの向

上に向けて、「ひと・まち交流館 京都」に移転しました。 

ア すまいに関する総合的な相談 

 すまいに関する一般的な相談や法律、建築等の専門分野における専門相

談を実施 
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イ すまいに関する講座の開催や動画の公開 

・すまいに関する様々な講座を動画で配信 

・マンション管理組合を対象とした出張講座を実施 

ウ すまいに関する情報（住情報）の発信 

 地域の住情報、多様で魅力的なすまいや暮らしの実例、既存住宅の魅力

的な改修事例、市民のすまいづくりに役立つ基礎知識や各種施策、事業な

どを、ホームページ「京すまいの情報ひろば」や SNS 等、若者・子育て世

帯にも届けるため多様な媒体を通じて効果的に情報発信 

⑷ マンション対策事業 

分譲マンションの管理の適正化を推進するため、管理組合の主体性の発揮

に主眼をおいて、意識啓発、学習を支える情報提供、個別課題に対応できる

相談窓口設置及び高経年マンションに対する専門家派遣等の支援策を実施

しています。また、管理組合の取組を支援するため、管理組合の運営で課題

となる項目に関するアドバイザーの派遣を行っています。 

また、令和 4 年 9 月から、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場

合に、良好な管理が行われているマンションとして京都市が認定する「分譲

マンション管理計画認定制度」を開始します。（再掲） 

⑸ 特定優良賃貸住宅制度 

 中堅ファミリー世帯向けに居住水準が高く優良な賃貸住宅を供給し、中堅

ファミリー世帯の住環境を向上させるため、「特定優良賃貸住宅」として、

基準に適合する賃貸住宅を建設し、管理する者を対象に、入居者の所得に応

じた家賃の減額に要する費用を助成しています。 

 平成 16 年度までに 134 団地 2,784 戸の特定優良賃貸住宅を供給し、一定

の成果を挙げたため、それ以降については新たな供給を行っていません。 

 なお、管理期間は 20 年間と設定しており、令和 6 年度をもってすべての

特定優良賃貸住宅の管理は終了し、以降は一般の賃貸住宅となります。 

 ○ 管理戸数(令和 4 年 8 月 1 日現在) 10 団地 203 戸 

⑹ 高齢者向け優良賃貸住宅制度及び地域優良賃貸住宅（高齢者型） 

 高齢者が安心して居住できる良質な賃貸住宅を供給し、高齢者が住みやす

い住環境づくりを推進するため、「高齢者向け優良賃貸住宅」や「地域優良
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賃貸住宅」として、基準に適合する賃貸住宅を建設し、管理する者を対象に、

入居者の所得に応じた家賃の減額に要する費用を助成しています。 

 ○ 管理戸数（令和 4 年 8 月 1 日現在）  

高齢者向け優良賃貸住宅   ：7 団地、172 戸（所得制限なし） 

地域優良賃貸住宅（高齢者型）：1 団地、28 戸（所得制限あり） 

⑺ 高齢者住宅施策 

 高齢者が安全で安心して暮らすことができる環境を整備し、居住の安定確

保を図ることを目的として、以下の施策を行っています。 

ア 京都市居住支援協議会（愛称：京都市すこやか住宅ネット） 

 高齢者又は障害者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境整備を進め

るため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（通称：住宅セーフティネット法）に基づき、不動産関係団体、福祉関係

団体、京都市住宅供給公社及び京都市を構成団体とする「京都市居住支援

協議会」を平成 24 年 9 月に設立しました。（京安心すまいセンターが事務

局業務を担っている。） 

 同協議会では、高齢者又は障害者が安心して入居できる賃貸住宅（すこ

やか賃貸住宅）の情報提供や、高齢者又は障害者を対象とした住まいに関

する相談会の開催等、官民協働で住宅と福祉の両面から、高齢者又は障害

者が住み慣れた地域で安心して暮らせる住まいの確保に向けた取組を進

めています。 

 ○ すこやか賃貸住宅登録戸数…5,408 戸（※）（令和 4 年 8 月 1 日現在） 

※高齢者及び障害者対象住戸 ：5,393 戸  

高齢者のみ対象住戸    ：15 戸 

イ 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度 

 超高齢社会の進展とともに、高齢者のみで構成される世帯の増加が予想

される中、高齢者が安全で安心して暮らすことができる環境を整備し、居

住の安定確保を図るため、創設された登録制度です。 

 登録に当たっては、住宅の規模や設備、バリアフリー構造といったハー

ド機能、賃貸借契約及び登録事業者としての要件、そして、安否確認や生

活相談等のサービスの提供に関する審査を、都市計画局と保健福祉局が連
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携して実施しています。 

 ○ 登録戸数（令和 4 年 8 月 1 日現在）115 棟 4,368 戸 

⑻ 住宅の省エネルギー化推進 

 国において、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が改正

（令和 4 年 6 月 17 日公布）され、2025 年度までにすべての新築住宅に省エ

ネ性能が義務化されることとなりました。 

そこで、「京都らしい省エネ住宅」の登録事業者と連携し、新築・改修し

た省エネ住宅の見学会を実施し、実際に効果を体験してもらう取組を行うと

ともに、これから住宅の省エネ化に取り組む事業者に向けて、省エネに対す

る意識や省エネに資する施工技術の向上を図る研修を実施する等により、京

都の自然や気候に応じた省エネ仕様や暮らし・和の文化を生かした省エネ住

宅の普及を推進しています。 

併せて、既存住宅についても、省エネリフォームによる住宅の快適性の向

上や、経済的なメリット等の効果を市民にわかりやすく伝えることで、省エ

ネリフォーム改修を推進します。 

⑼ ニュータウンの活性化 

人口減少、少子高齢化が著しく進行し、様々な課題が顕在化している洛西

及び向島ニュータウンの活性化を図るための方策を掲げた「洛西ニュータウ

ンアクションプログラム」及び「向島ニュータウンまちづくりビジョン」が

平成 29 年 3 月に策定されました。両ニュータウンを魅力あるまちへと再生

するため、地域住民、団体、事業者、行政等の連携・協働により、プログラ

ムやビジョンに基づく様々な取組を推進しています。 

両ニュータウンにおける住民主体のまちづくり活動を支援するとともに、

洛西ニュータウンにおいては、令和 3 年 7 月、洛西竹林公園子どもの広場を

リニューアルオープンし、イベント等の利活用を進めています。向島ニュー

タウンにおいては、令和 4 年 6 月、まちづくりビジョン及び都市の成長戦略

実現のため、都市計画の見直しを行いました。また、元向島中学校跡地の本

格活用に向けて、事業者募集の準備を進めています。 

⑽ 総合的な空き家対策の推進 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 27 年 5 月全面施行）」、「京
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都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例（平成 26 年 4 月施行）」及び

「京都市空き家等対策計画（平成 29 年 3 月策定）」に基づき、「空き家の発生

の予防」「活用・流通の促進」「適正な管理」「跡地の活用」といった総合的な

空き家対策を推進しています。 

⑾ 市営住宅の管理 

 市営住宅の管理については、公営住宅法に基づく管理代行制度により京都

市住宅供給公社に業務委託しており、同公社が市営住宅の管理を行っていま

す。 

  市営住宅管理戸数（令和 4 年 8 月 1 日現在） 

公営住宅等 改良住宅等 合  計 

18,781 戸 4,296 戸 23,077 戸 

⑿ 市営住宅改善事業 

 令和 3 年 9 月に策定した「京都市市営住宅ストック総合活用指針」に基づ

き、耐震性の確保と浴室の設置を最優先の課題とし、団地単位での建替え、

集約や入居者移転等を総合的に実施する「団地再生事業」を中心とした取組

を進めています。 

⒀ 住宅地区改良事業 

 本市では、不良住宅が密集していること等により劣悪な住環境下にあった

住宅地の整備改善を図るため、改良住宅の建設と地区施設等の整備を行い、

地区全体の住環境整備を行ってきました。その結果、ほとんどの地区で事業

が完了し、住環境は大きく改善されています。 

ア 崇仁地区 

  平成 22 年 7 月に提出された「京都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会」

からの報告書を受け、将来ビジョンの具体化に向け、住宅地区改良事業の

完了を目指し、崇仁北部第三地区及び第四地区において平成 24 年 3 月か

ら、住宅地区改良事業と土地区画整理事業の合併施行を推進しています。

また、平成 27 年 9 月に、最後の改良住宅である崇仁市営住宅第 53 棟を建

設しました。引き続き、不良住宅の買収及び除却を進めるとともに、道路

等の整備に取り組みます。 
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イ 三条鴨東地区 

  平成 11 年度から住環境整備事業を実施しており、平成 15 年度には最初

の住棟である第 21 棟を建設し、平成 22 年度には第 22 棟を建設し、改良

住宅の整備は完了しています。引き続き、未買収用地の買収等の事業を進

めます。 

⒁ 住宅市街地総合整備事業（密集型） 

 京都駅南東方向に位置する東九条地区は、幅員の狭い道路や袋小路に面し

て、老朽狭あいな木造住宅が密集し、防災上危険な住環境であったことから、

老朽住宅の買収、除却等の住環境の整備を進めています。 

 平成 5 年度から事業を実施しており、これまでに 2 棟のコミュニティ住宅

の建設を完了し、平成 23 年度には、東岩本市営住宅 1 棟・2 棟（北河原市

営住宅の更新住宅）と地区施設の合築施設建設、北河原公園完成、平成 25

年度には北河原市営住宅の除却が完了しました。 

令和 3 年度は地区内の八条通、地区中心部を貫く須原通及び高瀬川沿いの

歩行空間の整備等に向けた実施設計を行うとともに、地区内の公園整備に向

けた事業者の募集を実施しました。 

⒂ 市立浴場 

改良住宅の住生活機能の補完、住民の保健衛生の向上を目的として運営し

ている市立浴場については、平成18年度から指定管理者制度を導入し、令和

4年度～令和7年度においては、民間3事業者（都総合管理㈱、明日香・京都

保全管理共同企業体、㈱ワン・ワールド）を指定管理者に指定して、効率的

に運営を行っています。 

○ 市立浴場数（令和4年8月1日現在） 8浴場 

⒃ 市営住宅住替え事業(住替え実施団地) 

  耐震性能の低い住棟の入居者に対し、耐震性が確保され、かつ、浴室が

設置された住戸へ住み替えていただくことで、入居者の安心・安全な住環

境を確保する事業に取り組んでいます。 

 

11 御池地下街・地下駐車場 

都心部における駐車場の不足を解消するとともに、交通混雑の緩和と歩行
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者の安全性及び利便性を確保し、また地下鉄東西線の建設によって生じる地

下空間を有効利用して土地の高度利用を促進することにより都心部の活性

化を図るため、第3セクター京都御池地下街株式会社を事業主体として公共

地下歩道に併設した地下街（36店舗）及び地下駐車場（収容台数313台）を

建設しました。 

平成9年5月に地下駐車場を、同年10月に地下街「ゼスト御池」を開業しま

した。 

この地下駐車場については、本市の建設した京都市御池駐車場（収容台数

667台）と接続し、両者を京都御池地下街株式会社が一体的に管理しています。 

平成22年4月には、京都御池地下街株式会社経営改善のため、「ゼスト御池

経営改革プラン」を策定し、平成24年度には、新たなコンセプトの下で地下

街のリニューアルを実施、南側通路区画店舗の大幅な入れ替えを行い、同年

10月にリニューアルオープンしました。平成28年度は北側通路区画において

もリニューアルを実施し、平成29年6月にグランドオープンするとともに、

令和3年4月に西側区域がリニューアルオープン、同年8月に御池公共地下道

へ点字ブロックを敷設、同年9月に市役所連絡通路が開通し、新たな賑わい

を創出するなど、ゼスト御池の更なる活性化が進められました。 

令和2年度に引き続き、令和3年度も、新型コロナウイルス感染症流行の影

響を大きく受けましたが、来街者数は932万人、テナント売上額は27億49百

万円と、いずれも前年度を上回ることとなりました。 

今後も引き続き感染症対策を徹底しながら、地下街の魅力向上に努め、増

客及び増収に取り組みます。 

 

12 パセオ・ダイゴロー 

「パセオ・ダイゴロー」は、文化、福祉、スポーツや商業等、地域発展の

核としての機能と地下鉄東西線醍醐駅等の公共交通としての機能を有してお

り、醍醐地域のコミュニティの発展と活性化を促進するとともに、市民が生

涯にわたり健康に暮らせる総合的、系統的な支援システムの具体化を目指し

ています。「パセオ・ダイゴロー」は、平成9年3月には公共施設及び民間商業

施設等から成る西館が、平成13年1月には民間商業施設から成る東館が開業し
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ています。 

令和3年度は、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、アトリウムを活用した集客事業が展開できなかったことから、各テナ

ントの売上高、客数はともに、コロナ禍の影響のなかった令和元年度の水準

の約8割程度にとどまっています。 

今後は、感染症対策を徹底しながら、販売促進策やイベントの再開等によ

り、来店客数及び売上の回復を目指していきます。 
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